
最適化計画の実施に当たっては、行政改革の重要方針に基づき実施される改革等を踏ま  

え、必要に応じて、最適化計画の見直しや調達仕様書への反映等の措置を講じることとす  

るe   

旦醸ま、「社会保険新組織  

の実現に向けた有識者会議」㈱こ㌧必要に応じて  

本最適化計画の見直し等を行う。   

なお、最適化実施後においても最適化の効果を測定し、継続的に業務・システムの最適  

化に取り組むものとする。  

最適化計画の実施に当たっては、行政改革の重要方針に基づき実施される改革等を踏ま  

え、必要に応じて、最適化計画の見直しや調達仕様書への反映等の措置を講じることとす  

る。   

なお、最適化実施後においても最適化の効果を測定し、継続的に業務・システムの最適  

化に取り組むものとする。  

－17－   



帯3 最適化工毒亀二穀  廃さ 最適†ヒエ撮褒  

2005年度  2006年度  2007年度  200＄年度  2009年姪  20川年度  淋中江  淋準正  罰¢7年濱  誠嘩琴疾  ヨ00○強打  3由王○卑庫  

1平成l了年度  平成18年腔  平成19年踵  平成之0年度  平成21年度  ・隼王威22年戊  腎虚17年，露  苧戒鳩単打  平成玉タ＝準正  平癒遜ひ・年度  平成王1軍拡  平鹿三富準正  

凝滞化別席   
l   乳二段階傾倒  最1書経；甘■   

1．凄務・システム植対  l  l  

1．♯摸・シ井草ムー≠  
刷新システムによる施策  

（1〉集約一拡大、外部蓉ヨ敗  
1  l  l  

（湖輔賀、舛＝蜘  

（2）■車線化テスト等  
庵．熊の実施  

（卦ポ斬ヒタメト尊  

－  

（■3）楽強食j璧化  

－ 
刷新ン．ステムによる施餓  l渕■揚含揉FIニ  

（4）収納率向．1 刷瑚システムによる施深  欄間■呼物戊  

（ら）1韻民サ・・・・ビス向上  刷新シ  る施策  樹伊毘サwビ声1肉走  

l：6〉配録範備  紀録脛備輿施  （練嘲  

（7）凝班鱒掛軸．上  
■  l  

ノウハウ典■  化庵乗  
‡頒掛払鴬璃∴ヒ  

（釦センター川統倉  瑚佗ン・針γ康密  

（9）記録管蝶・綴謄年金  ゆ〕一敗■■塔一抑彙  t  】  t  

刷新シースチム設計・開発  騨ホふステム軒椚一所輝  
隠掛野獲システム刷新  鯵サ■増拉一ステム」朗折  

（10レ、－一ドゥェ？－礎約  隠阻伸＝可㌢ク筑7・t担  
ハー・・・ドゥコ∴㌢躯椚  J、，）▲t声ざタゴ：ア♯杓  

（ll）彗機束汎用化  鉦闇H岬澗鞍  

（12〉運用吸音観縁合  隠努運用電憎響合  

（13）社会悌嘩と労働保  見紛匪公儀凛ほ潜♯保  

晩の徴l托…・・元化  禦棚．ヶY′†乗枕  

（14）ネットワー・－：シの共  牲払奉γトり珊タめ耗 
窯場用ネットワーク統合  

用化  樗I化  

（15）′オンライン利用促  8隠オ：レライン聯増徴  
電＝F・政将の給食恐いへの統合、行動計画に拾1〉た利用促進  

適  せ  

（16〉LGⅥrAN鴇糾用  難が胸WAN・LGⅥ7ÅN利用検冨寸  （1佃■刊舟  正題号輌W   灘糾椙＊】M  

2．聖女性・綿抱懐  安食性、博絹性施策実施  
之．東雲≠r情事惰  安金憾い隋■惟爛Hれ舞鶴  

3．諏i姿施策  i■l臆■讃  

4．横感化の張施に斥け  鼠．■薯碓働濁鶴漑加け  

た捧こ舶  

全国瞳輩陰険給金の酔．■藍‾  
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剋遵⊥  

全国健康保険協会力瑚努・システム最適化計画   

第1業務・システムの概要   

1．業務・システムの概要  

政府管掌健康保険の業務は働こ係る企画、指導及び統計分析、事業所及び被保  

険者の適用・保険料の徴収、卿政  

府管掌健康保険の規模としては、平成嘲約152万事菓所、  被保険者数は約㈱戎17  
年度で約4兆501億円となっている。   

現在、聯ンシステムを  

利用して、被保険者の資格や保険料の納付状況等の管理、保険給付等の業務が厚生年金  

の業務と一体的に行われており、社会保険業務センターに設置されたメインフレーム及  
びサ⊥ノ岬 割こ設置された  

専用端末機を専用ネットワ∵クで結び運用している。   

また、レセプト（診療報酬請求）解こついては、社会保険診療報酬  

支払基金からのレセプト情報（平成刺4億枚）をDVD等  
に収録するといった方法によりデータ化し、それをレセプト情報管理システムに取り込  

み、必要なデータを抽出してレセ：プト′点検等の業務を芙施している。   

さらに、閻支17年度の  
健診受診者は約369万人）。瑚こ健診を蚤託しているほ  
か、健診の申込の受付や、健診データの記録、健診後の保健師による事後指導について、  

社会保険健康事業財団に委託して実施しており、同朋‾団においては、これらの業務に係  

るシステムが構築されている。  

2．最適化の基本理念  

政府管掌健康保険については、平成18年6月の健康保険法等の改正により、被保険  

者等の意見を反映した自主自律の運営を確保するとともに、保険者機能を強化する観点  

から、平成20年10月に、その運用を国から切り離し、新たな公法人（「全国健康保険  

協会」（以下「協会」という。））を保険者として設立し、協会が保険給付、保健事業、  

保険料率の設定等の業務を実施することとなっている。また、協会においては、都道府  

県単位に支部を設け、都道府県別に地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど、  

都道府県単位の財政運営を基本とすることとさ－れている。   

こうした中、協会については、健康保険組合に加入していない中小企業等の労働者に  

対する被用者保険として、平成20年10月から、保険給付等の業務を確実に実施できる  

よう、社会保険オンラインシステムとは独立した新たなシステムの開発を進めていく必  

要がある。   

隻脚⊃「社  

会保倹新組織の実現に向けた有識者会議」の議論を踏まえ、「業務改革プログラム」を  

策定し、卿る新たな  

業務・システムの構築に当たっても、法令遵守を基本原則とし、業務改革を推進し、業  

務の効率化や合理化をシステム面からさらに促していく必要があ軋   

また、今般の健康保険法の改正による嘩診の義務化等の医療制度改革に適切に対応し  

ていくとともに、卿プトのオンライン化などの動向  

に十分に留意し、これに対応したシステム構築を進めていく必要がある。   

こうした課題を踏まえ、卿こついては、①業務の効率イヒ・合理  

化、卿生・信頼性の確保、⑤経  

費削減を基本理念として、最適な業務・システムの構築に取り組む。  

第2 最適化の実施内容  

協会が行う健康保険業務の業務・シ坤こ掲げる最適化の取組みを実  

施する。   

協会のシステムについては、平成20年川月までの軌ね2年間という短期間で開発を  

完了し、確実に運用を開始する必要があり、開発期間やリスクの極小化を図る必要があ  

る。珊こおける健康保険業務については、健康  

保険組合と比べて、手作業で処理している部分が多いことから、システム化の推進を図  

り、業務の効率化や合理化を促していく必要がある。このため、反別こ実腐のある健康保  

険組合の健康保険業務パッケージを最大限活用して、資財酢鋸引こ優れた、新たなシス  

テムの構築を図るとともに、卿こより、年間延  

べ約嘩（試算値）の業務量の削減を見込む。   

1．業務・システム施策  

車）業務の効率化・合理化の推進   

ア 各種業務処理のシステム化の推進   

任意継続被保険者に関する帳票の作成や第三者行為求償管理事務、柔道整復療養費  

に係る医療費通知の作成など、嘩、   

て、健康保険組合の健康保険業務パγケージを活用し、システム化を推進し、業務の  
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効率化を図る。   

イ データの活用   

とを踏まえ、遥嘩際、現行の社会保険健康事業財団の健診関連シス   
テムを最大限活用しつつ、費用快便犯引こ優れたシステムの導入を図る。   

イ 医療費分析等の充実   

都道府県単位の財政運営に必要な統計処理や、レセフ働桐した医療費分  

析、健診デ∵タの分析等の機能の充実を図る。  

被保険者の資格情報やレセプト情報等のデータは、統合管理し、関連する業務にお   

いてデータの参照を可能とし、卿   

り 業務品質の確保・向上   

法令遵守はもとより、業務処理の標準化や統一化を通じて業務岳質の向上を図るた   

め、新システムに対応した業務処理マニュアルを策定し、研修等を通じて職員に徹底   

を図る。またシステムを活用して、業務ノウハウを蓄積・共有化する。  

エ 大量印刷業務の外部委託化   

医療費通知書、被扶養者調書等の大量印刷業務については外部委託化を図る。   

（2）被保険者サービスの向上  

ア サービスの迅速化   

保険給付事務について、傷病手当金等の支払いが現行では週1回程度となっている   

ものを、ファームバンキングシステムの導入により、日々の支払いを可能とし、請求   

から支払いまでの期間の短縮を図る。   

イ 情報提供の推進   

イ㈱引こ関する・情報を、  

被保険者等にわかりやすく提供する。   

タ ロ座振替の導入   

任意継続被保険者の保険料について、口座振替による納付を可能とする。   

（3）保険者機能の強化   

（4）費用対効果に優れた拡張性の高いシステム基盤の実現  

ア 汎用パッケージソフトウェアの有効な活用   

実績のあるこより、   

開発に伴うリースクや開発費用の極小化を図る。ただし、既存の健康保険組合のパッケ   
ージは 、被保険者数50万人程度を最大規模として想定したものである。このため、  

本システムの開発に当たり、都道府奥の支部によっては被保険者数が最大で約190   

万人となることを踏まえ、サーバーで適切に処理できる範囲に全体のデータを分割・   

集約して処理するシステム構成を検討する。  

イ オープン系システムの構築  

システムを構成するハードウェア及びソフトウェアについては、オープンシステム   

とし、性能や拡張性の確保を図りつつ、費用対効果に優れたシステムとする。   

ウ 安価で高速な信頼性の高い回線の活用   

協会内のネットワークや、年金運営新組織等を結ぶネットワークについては、安価   

で高速かつ信頼性の高い回線を活用する。  

エ サーバーの集中化   

サーバー については、御タセ   

ンター（全国1カ所）に集中化する。   

（5）社会保険オンラインシステムとの適切な連携の確保  

事業所の適用や被保険者資格の確認等の適用・徴収に関する業務は、年金運営新組織  

において行うこととされており、協会は年金運営新組織から被保険者資格等の適用・徴  

収に関する情報の提供を受けて、働このため、  

協会岬その独立性を確保しつつ、年金運営新組織のシステ  

ムとの適切なインターフェースのもとに、デナタの連動性を確保する。  

協会は、者脚芯じた保健事業や医療費適  

正化の推進を図るなどの方策を通じて、卿ていく必要がある。こ  

のため、下記を実施する。   

ア 保健事業の推進   

保噂草業については、∠卿こ関する健診   

や健診データの記録、及び被扶養者も含めた保健指導が保険者に義務化づけられたこ  
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とうテム構敷こ当たっては、汎用パッケージヅフトウェアを活用し、構築費用を抑制  

」‾シー 

また、社会保険オ：／ラインシステムから移行するデータ量が膨大であり、データ担変  
換も必要であることから、データ移行の準備に早期に着手し、シ岬亙  
われるよう、二叫   

（6）：れ／ライン手続等の利用促進  

IT新改革戦略を踏まえ、新たに電子申請の手続の対象として、被保険者等からの健  

診の申込を追加する等により、卿   
また、レセプトのオンライン化に対応したシステムを導入するL   

さらに、厚生労働省において、医療機関からの被保険者登録状況のオンライン照創こ  

二 

2．安全性・信頼性の確保   

仙個人情報保護・セキュリティ対策   

昭∧欄報保護に万全を期し、信頼性・安全性の削、システムを構築する9；？た塾墜  

生労働省情報セキュ少テイボリシ→こ準じた形で、協創こおいてもポリシーを定めると  

ともに、卸  

二／レ、アクセス証跡の管理、外部媒体保存制限、ウイルス対策、デ⊥タ捌音号化軋」  
ー‥ 

三三ニ三．＿＿ 

宣状況の確認、不正アクセス監視、外部委託の際の個人情報保護対策等）からなる包括  

亘－j㌧ 

（2）災害・障害対策   

回線やサーノ  画  

実施する巨   

融場合でも短期間で復」目  

で号るよう、費用対効果も踏まえつつ、ノ呵   

3．調達施策  

艶辿剋塞弘  

∴－ 

（2）汎用パッケージソフトウェアの清見   

ウエアの採用  オ、＝三＝プンなソフト   ／∩＼ ＼Jノ  

軟性の確保、中立性の確保を目指し、オープ適  調達にあたっては、相互運用性と  

環準に基づいた多様な技術や製品が導入できるように検討す説   

や）著作権等の知的所有権の取得  

∠フトウェアの著作掛こついては、原則として厚生労働省（協創こ承継＝こ帰属させ  
るものとする。  

4．その他  

平成20年10月以降、協会においては、最適化の効果を測定し、継続的に華準●シ竺  
テムの最適化に取り組んでいくべきであり、国としてもこうした点も十分に考慮して業  
績評価等を行っていくものとする。  
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別添畳塑   

Ⅰ．現行体系   

【政策・業務体系】  
1．業務説明書  

2．機能情報関連図  

3．業務流れ図  

4．情報体系整理図   

【データ体系】  
5．レコード構成図  

6．データ定義表   

【適用処理体系】  
7．情報システム関連図  

8．情報システム機能構成図   

【技術体系】  
9．ネットワーク構成図  

10．ソフトウェア構成図  

11．ハードウェア構成図   

Ⅱ．将来体系  

【政策・業務体系】  
1．機能情報関連図  

2，業務流れ図  

3．情報体系整理図   

【データ体系】  
4．実体関連図  

5．データ定義表   

【適用処理体系】  
6．情報システム関連図  

7．情報システム機能構成図   

【技術体系】  
8．ネットワーク構成図  

別添旦   

Ⅰ．現行体系   

【政策・業務体系】  
1．業務説明書  

2．機能情報関連図  

3，業務流れ図  

4．情報体系整理図   

【データ体系】  
5．レコード構成図  

6．データ定義表   

【適用処理体系】  
7．情報システム関連図  

8．情報システム機能構成図   

【技術体系I  

9．ネットワーク構成図  

10．ソフトウ羊ア構成図  

11．ハードウェア構成図   

Ⅱ．将来体系   

9年金運営新組織の行う業務   

【政策・業務体系】  
1．機能情報関連図  

2．業務流れ図  

3．情報体系整理図   

lデータ体系】  

4．実体関連図  

5．データ定義表   

【適用処理体系】  
6．情報システム関連図  

7．情報システム機能構成図   

【技術体系】  
8．ネットワーク構成図  

㈱行う業務   
【政策・業務体系】  
J．卿  
2．業務流れ図  

3．情報体系整理国   

【データ体系】  
む 実体関連周  
5．データ定義表   

【適用処理体系】  
や．情報システム関連図  

7．情報システム機能構成図  

【技術体系】  
t8．ネットワ  ーク構成図  
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